
健 康 企 業 宣 言 
  

新函館農業協同組合は「基本理念」「行動計画」に基づき職員全員が健康で働きやすい環境

を作ることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できると考えます。 

 人づくりに向けて職員の健康を組合の大切な財産と考え、心と身体がともに健康で、活力に満

ち溢れ、組合員の負託に応える健康経営を推進することを宣言します。 

 

1. 健診を 100％受診します。 

2. 健診結果の活用をします。 

3. 健康づくり環境を整えます。 

4. 「食」に取組みます。 

5. 「運動」に取組みます。 

6. 「禁煙」に取組みます。 

7. 「心の健康」に取組みます。 

 

 

 

代表理事組合長が統括健康経営責任者となり、安全衛生や衛生管理者、人事労務担当

者、産業医、北農健保組合と連携しながら、従業員の健康づくりを推進してまいります。 
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代表理事 

組合長 

安全衛生委員会 

産業医 

北農健保組合 

総務部 人事課 

… 統括健康経営責任者  確認・承認 

… 健康経営についての補足指示、提言 

… 職員の健康保持・増進に関する取組み作業、実施 

◆推進体制 

◆組織体制 


